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県議会は、県民の代表として選ばれた県議会議員が集まって、

千葉県をもっと住みやすくしていくためには、どうしたらいいかを

話し合うところです。
そのほかに、県の仕事がきちんと行われているかどうかを調べたり、
県民のお願いごとを聞いたり、国に意見を言うこともあります。

☆予算を決める

どの仕事に

どれだけお金を

使うかを決める。

☆条例をつくる

生活のために

必要な県の決まり
（ルール）をつくる。

☆県の仕事を
調べる

県の仕事が県民の

役に立っているか、

計画どおり進んで

いるかを調べる。

☆お金の使い方を
調べる

県のお金（税金）が

正しく使われている
かどうかを調べる。

☆県民の声を
聞く

県の仕事などへの
お願いや

意見を聞く。

話し合いには、「本会議」と、「委員会」があります。
県議会で話し合って、決まったことをもとに、知事が仕事を進めて
いきます。
県議会は、年に4回（2月、6月、9月、12月）開かれる 「定例会」 と、
必要があるときに開かれる 「臨時会」 があります。

県議会のしくみ（仕事の流れ）

本会議

議員が全員出席して話し合います。
知事から提出された議案の説明を
受けて、議員がいろいろ質問したり、
知事が質問に答えたりします。

委員会

テーマごとに少人数のグループを
つくり、知事提出議案について

くわしく調べて話し合います。

本会議

委員会で話し合った結果を聞いて、
知事提出議案などに賛成か反対か
を多数決で決めます。

県議会の 主な仕事



地域の安全を守る 教育・文化・スポーツを
さかんにする

お年寄り・体の不自由
な人を助ける

みんなの健康を守る 自然を守り、災害をふせぐ

水道や下水道のせいび

道路や橋のせいび
農林水産業をさかんにする

商業・工業をさかんにする

県では、県民のみなさんのため、
いろいろな仕事をしています。

県議会議員は、４年に１回、県民のみなさん（１８歳以上）の選挙によって選ばれた

人たちです。

みなさんの市や郡（町や村）に住んでいる人の数によって、その区域から選ばれ

る議員の人数は、あらかじめ決められていて、千葉県全体では９５人の議員を選ぶ

ことになっています。（区域ごとの人数は、最後のページを見てね）

議員は、県民の代表として、県民のため、区域のために４年間、仕事をします。

県議会の話し合いがないときも、県民の相談にのったり、県の仕事を勉強したり、

いろいろな問題を解決するために、国などへお願いに行く活動もしています。

みんなの生活と県の仕事



千葉県議会 検索

ホームページもみてね！

県議会をわかりやすく
紹介した動画です。
DVDの貸し出しもして
います！

チーバくん

選挙区

定数

令和６年度版

〒260-0855
千葉市中央区市場町1-5
❖TEL : 043-223-2523
❖FAX : 043-222-4073

千葉県を41の区域に分け、
県民の代表としての県議会議員を選びます。

( )の中の数が、それぞれの区域の議員の人数です。

千葉県議会議員の定数と選挙区


